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２-６ ユニフォームへの広告表記規程 

第１章 総 則 

第１条（目的） 

本規程は一般社団法人日本社会人アメリカンフットボール協会(以下 NFA)の正会員(以下チ

ーム)のユニフォームに関する事項について定める。 

第２条（ユニフォーム） 

本規程においてユニフォームとは、ヘルメット、ジャージ、パンツ及びソックスの４点を

総称したものをいう。 

第３条（着用義務） 

チームは、公式競技会の試合においては、該当公式競技会に登録したユニフォームを着用

しなければならない。 

第４条（広告の表示（１）－承認の手続き） 

ユニフォームに第三者のための広告表示を希望するチームは、スポンサーの名称、業種及

び広告の内容について、事前に当該チームは競技運営規則委員会に届け出し、承認を得な

ければならない。 

２．前項の届出は、本協会所定の申請書に、体裁、デザイン、ロゴ、色彩等の必要事項を

記入の上、当該チームが所属する事務局を経由して競技運営規則委員会に提出しなければ

ならない。 

３．前２項に基づき承認されたユニフォームの広告は、チームによる広告表記取り止めの

手続きを行わない限り、本協会の承認の日から当該登録年度の終了日まで有効とする。 

第５条（広告の表示（２）－広告の条件） 

前条に基づく広告は、次の条件によるものとする。 

（1） 広告は、極端にユニフォームから突出してはならず、危険性のない適当な素材でな

ければならない 

（2） 広告の表示は、ヘルメットに１か所、ユニフォームのジャージに４か所まで、及び

パンツに４か所とする 

（3） 広告表示箇所及びサイズは次のとおりとする 

（4） 広告表示箇所１か所について広告は１社まで認める 

（5） 全ての表記数値は、縁取りや装飾物を含むものとする 
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a.ヘルメット 

（1）正面：縦２ｘ横８cm を超えないサイズ 

1) チーム名（登録チーム名全て又は、その中のニックネーム名） 

b.ジャージ 

（1） 背中上スペース：縦１０×横４０cm を超えないサイズ 

1) チーム名（登録チーム名全て又は、その中の企業名または企業ロゴかニックネーム

名） 

2) 選手名、又は登録名（選手名のニックネームは不可） 

3) チーム名と選手名、又は登録名（選手名のニックネームは不可）の表記は認める 

（2） 胸中央番号上スペース：縦６．５×横２５cmを超えないサイズ 

1) チーム名（登録チーム名全て又は、その中の企業名かニックネーム名） 

2) スポンサー企業名、ブランド名、商品名（ロゴマーク、URL）の表記可 

3) 表記個数は、１個のみ認める 

（3） 左右袖外側スペース：各々１６０c㎡を超えないサイズ 

1) 企業名、ブランド名、商品名（ロゴマーク、URL）の表記可 

2) 表記個数は、２個まで認める 

（4） 左右胸スペース：２００c ㎡を超えないサイズ 

1) 企業名、ブランド名、商品名（ロゴマーク、URL）の表記可 

2) 表記個数は、２個まで認める 

※ただし、大会スポンサー等本協会指定のスポンサー表記の必要が生じた場合、表記

個数は、協会指定のスポンサー表記と合わせて２個までとする。 

ｃ．パンツ 

パンツ側面スペース片方又は一対：幅７．５cm 以下、ウェストから膝までの間 

1) チーム名、（登録チーム名全て又は、その中の企業名かニックネーム名） 

2) 企業名、ブランド名、商品名（ロゴマーク、URL）の表記可 

3) 表記個数は、４個まで認める 

第６条（広告の表示（３）－制限および停止） 

本協会又は競技運営規則委員会は、競技会規定等により、チームの広告表示を制限するこ

とができる。 

２．表示される広告は公序良俗に反するものであってはならず、表示された広告が不適当

であると本協会又は競技運営規則委員会が判断した場合には、チームに対し広告表示を停

止させることができる。 

３．表示された広告に対して広告掲出料の支払いが発生した場合には、チームは本協会の

指示に従わなければならない。 
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第７条（罰則） 

違反が判明した場合は、理事会で決定する懲罰の対象とする。 

第８条（その他） 

本規程に定めがない事項については、チームは本協会又は競技運営規則委員会の判断に従

うものとする。 

第２章 雑 則 

第９条（改正） 

本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行う。 

第１０条（施行） 

本規程は、２０１５年２月１日から施行する。  
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参考図ヘルメット 

 

ジャージ（１） 

 

※全ての表記数値は、縁取りや装飾物を含む。ジャージ（２） 
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パンツ 

 

※全ての表記数値は、縁取りや装飾物を含む。 


